
対
象
者
／
75
歳
以
上
の
方
（
昭
和
10
年
８

月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
及
び
65
歳

以
上
75
歳
未
満
で
、
一
定
の
障
が
い
が
あ

り
認
定
を
受
け
た
方

※
病
院
等
に
６
か
月
以
上
継
続
し
て
入
院

し
て
い
る
方
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
や

介
護
老
人
保
健
施
設
、
障
が
い
者
支
援
施

設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
方
は
対

象
外

費
用
／
無
料

内
容
／
問
診
、身
体
計
測（
身
長
・
体
重
）、

診
察
、
血
圧
測
定
、
血
液
検
査
（
脂
質
・

肝
機
能
・
血
糖
・
腎
機
能
）、
尿
・
貧
血

検
査

問
い
合
わ
せ
／
国
保
年
金
課
後
期
高
齢
者

医
療
担
当（
内
線
２
６
６
２
・
２
６
６
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
【
健
康
診
査
】

実
施
期
間
／
７
月
12
日
〜
10
月
30
日
の
午

前
中
の
診
療
時
間
（
休
診
日
を
除
く
）

※
条
件
に
よ
り
、
受
診
で
き
る
有
効
期
限

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
受
診
券
を
必
ず
確

認
し
て
く
だ
さ
い

実
施
医
療
機
関
／
表
の
と
お
り

受
診
券
の
交
付
／
６
月
下
旬
に
郵
送

※
国
民
健
康
保
険
の
方
で
、
６
〜
８
月
に

新
た
に
加
入
し
た
方
は
、
加
入
月
の
翌
月

下
旬
に
郵
送
と
な
り
ま
す

※
受
診
券
が
な
い
方
は
受
診
で
き
ま
せ

ん
。
受
診
券
を
な
く
さ
れ
た
方
は
再
交
付

し
ま
す

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
加
入
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
手
続

き
中
の
方
含
む
）、
受
診
で
き
ま
せ
ん

特
定
健
康
診
査
・
健
康
診
査
の
共
通
事
項

対
象
者
／
４
月
に
65
歳
以
上
の
方
へ
送
付

し
た
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
を
も

と
に
、
受
診
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
方

※
対
象
者
に
は
後
日
、
受
診
券
を
送
付
し

ま
す

費
用
／
無
料

内
容
／
問
診
、
身
体
計
測
、
理
学
的
検

査
（
視
診
・
打
聴
診
・
触
診
・
嚥え
ん

下げ

テ
ス

ト
）、血
圧
測
定
、循
環
器
検
査（
心
電
図
）、

貧
血
検
査
、
血
液
検
査
、
医
師
の
判
定
・

診
断

実
施
期
間
／
７
月
12
日
〜
10
月
30
日
の
午

前
中
の
診
療
時
間
（
休
診
日
を
除
く
）

受
診
券
の
種
類
／「
生
活
機
能
評
価
受
診

券
」
の
種
類
は
加
入
医
療
保
険
に
よ
り
異

な
り
、次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

送
付
さ
れ
た
も
の
を
な
く
さ
れ
た
方
は
再

発
行
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方
＝
各
健
診
の
受
診

券
の
「
生
活
機
能
評
価
」
欄
に
○
印
が
つ

き
ま
す
（
６
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
）

●
前
記
以
外
の
医
療
保
険（
社
会
保
険
等
）

に
加
入
し
て
い
る
方
等
＝
単
独
実
施
の
生

活
機
能
評
価
受
診
券
（
７
月
上
旬
に
郵
送

し
ま
す
）

実
施
医
療
機
関
／
表
の
と
お
り

そ
の
他
／
生
活
機
能
評
価
の
結
果
に
よ

り
、
介
護
予
防
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
方

に
、
後
日
、
無
料
で
参
加
で
き
る
特
定
高

齢
者
事
業
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。
ご
案
内

は
、
お
住
ま
い
の
地
域
を
担
当
す
る
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す

問
い
合
わ
せ
／
介
護
保
険
課
地
域
支
援
担

当
（
内
線
２
６
７
１
・
２
６
７
２
）

介
護
予
防
の
た
め
の
生
活
機
能
評
価
を
実
施
し
ま
す

対
象
者
／
40
〜
74
歳
の
方
（
昭
和
10
年
９

月
１
日
〜
昭
和
46
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

※
妊
産
婦
や
病
院
等
に
６
か
月
以
上
継
続

し
て
入
院
し
て
い
る
方
及
び
介
護
老
人
福

祉
施
設
や
介
護
老
人
保
健
施
設
、
障
が
い

者
支
援
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い

る
方
は
対
象
外

費
用
／
自
己
負
担
額
１
，０
０
０
円

内
容
／
基
本
・
追
加
項
目
＝
問
診
、
身
体

計
測
（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
）、
診
察
、

血
圧
測
定
、血
液
検
査（
脂
質
・
肝
機
能
・

血
糖
・
腎
機
能
）、
尿
検
査

詳
細
項
目
＝
貧
血
検
査
・
心
電
図
・
眼
底

検
査　

※
前
年
度
の
結
果
等
に
よ
り
医
師

が
判
断
し
て
実
施
し
ま
す

そ
の
他
／
特
定
健
康
診
査
の
受
診
後
に
、

生
活
習
慣
改
善
の
必
要
が
あ
る
方
は
、
医

師
等
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
が
無
料
で
受

け
ら
れ
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
後
日
「
利

用
券
」
を
郵
送
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
／
国
保
年
金
課
国
保
給
付
担

当
（
内
線
２
６
５
４
・
２
６
５
５
）

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
【
特
定
健
康
診
査
】

医療保険者以外が
実施する健康診査
対象者／生活保護法による生
活保護世帯に属する40歳以上
の方
実施方法／国民健康保険の特
定健康診査と同様の実施方法
により健康診査を実施しま
す。受診票等を個別に郵送し
ますので、医療機関で受診し
てください
問い合わせ／鴻巣保健セン
ター（☎５４３−１５６１）

40〜74歳で
鴻巣市国民健康保険
以外の健康保険に
加入している方
　上記の特定健康診査は受診
できません。各自が加入する
医療保険者にお問い合わせく
ださい。

　在宅の身体障がい者の方で、日頃車いすを使用
している方のじょくそう（床ずれ）・ぼうこう障
がいの発生を予防するための健康診査を、次のと
おり実施します。
実施期間／７月12日〜10月30日
対象者／在宅の身体障がい者（18歳以上）の方で、
せき髄損傷、脳性まひ、脳血管障がい等により常
時車いすを使用している方
検査項目／必須項目＝問診（既往歴等）・身体計
測（身長・体重）・理学的検査・血圧測定・検尿・
循環器検査・肝機能検査・腎機能検査
選択項目＝貧血検査・血糖検査・胸部X線検査
実施医療機関／左表の●がついている医療機関
費用／無料
※介助者は受診者が依頼してください
申込み／障がい福祉課、両支所福祉グループ
問い合わせ／障がい福祉課障がい福祉担当（内線
２６１７）

医 療 機 関 電話番号
相 原 医 院 ● ５ ６ ９ − １ ９ ５ １
あ お ば ク リ ニ ッ ク ５ ８ ０ − ５ ６ ７ ０
内 山 医 院 ５ ９ ６ − ０ ２ １ ２
お お さ き ク リ ニ ッ ク ● ５ ８ ０ − ７ ７ ２ ０
大 塚 医 院 ● ５ ４ １ − ０ ９ ３ ２
大 藪 医 院 ５ ９ ６ − ６ １ ３ １
北 鴻 巣 ク リ ニ ッ ク ● ５ ９ ６ − １ ４ ２ ３
河 野 小 児 科 医 院 ５ ４ １ − ０ １ ４ ６
こ う の す 共 生 病 院 ● ５ ４ １ − １ １ ３ １
鴻 巣 外 科 胃 腸 科 ● ５ ４ ３ − ７ ７ ７ ０
鴻 巣 整 形 外 科 内 科 ● ５ ４ １ − ７ ４ ０ ６
鴻 巣 第 一 ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ ２ − ５ ５ ６ ６
鴻 北 ク リ ニ ッ ク ● ５ ９ ５ − ３ ７ ３ ３
小 室 ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ １ − ０ ０ ２ ０
埼 玉 脳 神 経 外 科 病 院 ● ５ ４ １ − ２ ８ ０ ０
斎 藤 外 科 胃 腸 科 医 院 ● ５ ４ １ − ４ ３ ４ ５
佐 野 医 院 ● ５ ４ １ − ２ ８ ８ ８
サンビレッジクリニック鴻巣● ５ ４ ０ − ０ ０ ８ ８
昭 和 ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ ８ − ０ ０ ２ ５
高 橋 胃 腸 科 医 院 ５ ４ ２ − ５ ０ １ ８
た け う ち ク リ ニ ッ ク ● ５ ９ ４ − ７ ７ ０ １
田 嶋 医 院 ５ ４ ８ − ６ ２ ３ ０
多 島 小 児 科 医 院 ５ ４ ８ − ３ ７ ６ ４
坪 山 整 形 外 科 ● ５ ４ ８ − ０ ０ ５ ２
中 村 医 院 ● ５ ４ １ − １ ３ ３ １
長 崎 産 婦 人 科 医 院 ５ ４ １ − ０ ０ ３ ４
仁 科 整 形 外 科 ● ５ ４ ３ − ７ ０ ９ ９
は し も と 整 形・ 形 成 外 科 ● ５ ９ ７ − １ １ ２ １
平 野 産 婦 人 科 医 院 ● ５ ４ ８ − ４ ４ ２ ２
ひ ろ せ ク リ ニ ッ ク ● ５ ９ ５ − ３ ５ ６ ６
吹 上 共 立 診 療 所 ● ５ ４ ８ − ３ ８ ６ ５
吹 上 整 形 外 科 医 院 ● ５ ４ ８ − ５ ２ １ １
ふ たむら内科クリニック● ５ ４ ０ − ６ ６ ３ ５
プ ラ イ ム ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ ３ − ８ ８ ８ ８
ヘ リ オ ス 会 病 院 ● ５ ６ ９ − ３ １ １ １
ヘ リ オ ス ク リ ニ ッ ク ５ ４ ０ − ７ ３ ２ ０
星 野 医 院 ● ５ ４ ２ − ８ ９ １ １
宮 坂 医 院 ５ ６ ９ − ０ １ ０ ０
村 越 外 科 胃 腸 科 肛 門 科 ● ５ ４ ８ − ０ ０ ４ ８
柳 澤小児科内科クリニック ５ ９ ７ − １ １ ７ １
山 口 内 科 ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ １ − ０ ２ １ ５
山 崎 医 院 ● ５ ４ ８ − ０ ２ １ ９
山 田 ハ ー ト ク リ ニ ッ ク ５ ４ ０ − ４ １ ８ ０
湯本フラワー通りクリニック ５ ９ ５ − １ ７ １ １
わ た ま ク リ ニ ッ ク ● ５ ４ １ − ５ ７ ５ ６

平成２２年度健康診査等実施医療機関（50音順）

　「時間がない」「何となく行きたくない」等、健
診を後回しにしていませんか。健康は、私たちに
とってかけがえのない財産です。自分の健康状態
を知り、生活習慣を見直す良い機会です。ぜひこ
の機会に健診を受けて自分の健康状態をチェック
しましょう。

身体障がい者の
健康診査

始まります
今年の健診！

（特定健康診査・健康診査）
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